
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

鳥取県北栄町 

イチゴ栽培 

＜令和 7年度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「農業をやってみたい！」「将来的には農業で自立したい！」 

という意欲のある方をお待ちしています！ 

農業のまち 北栄町
ほくえいちょう

 の暮らしと仕事をおためし 

地域 協力隊 

募集 

▼受入可能期間と活動内容 

①【随時】イチゴ栽培・PR、農業の情報発信 

②【随時】ブドウ栽培・PR、ワインの仕込み、農業の情報発信 

ブドウ栽培 

＼２週間で報償費12万円支給／ 

２つの職種で募集中 

地域おこし協力隊 

(イチゴ産地化)も 

募集しています♪ 



応 募 資 格 

委 嘱 期 間 等 

活 動 条 件 等 

募 集 期 間 及び 応 募 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北栄町地域おこし協力隊インターン募集要項（イチゴ・ブドウ） 

(１) 年齢が令和７年４月１日時点で２０歳以上６２歳以下の方 

(２) ３大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する方（北栄町への住民票の異動は要しません） 

※居住地域の応募資格の有無については、事前にお問合わせください。 

※なお、インターン期間終了後に、正規の地域おこし協力隊として採用された場合は、 

北栄町への住民票の異動が必要です。 

(３) 地方公務員法第１６条に規定する欠格事項に該当しない方 

(４) 普通自動車運転免許を取得している方（ＡＴ限定可） 

(５) パソコン（Word、Excel・インターネット等）の一般的な操作ができ、情報の収集や発信が可能な方 

(６) 地域の活性化に意欲があり、地域住民と積極的に協働できる方 

北栄町との雇用関係はなく、「地域おこし協力隊インターン」として委嘱します。 

委嘱期間は、２週間以上３か月以内とします。（～令和８年３月３１日） 

（１）報償費    日額 １２，０００円 

※報償費以外の支給はありませんので、宿泊費や活動経費については、本人負担となります。 

※宿泊費と来町するまでの交通費は、一部補助金の対象となる場合があります。 

※活動のない日の支給はありません。 

※支給時には、源泉所得税が控除されます。 

（２）活動時間   週３０時間以内 

※原則、下記が活動日・時間となります。すべて昼休憩 1時間含む。 

①イチゴ産地化…   【月～金曜日】 午前８時～午後３時 

②ブドウ産地活性化… 【月～水曜日】 午前８時～午後５時、【木曜日】 午前８時～午後３時 

（３）待遇、福利厚生 

社会保険（雇用保険、厚生年金保険、健康保険）の加入はありません。 

※万が一、活動中に怪我や病気等にあわれても自己責任となりますので、必要な方はご自身で保険等 

へ加入してください。 

(1) 募集期間：令和７年７月１４日（月）～令和８年２月２７日(金)（随時） 

(2) 応募方法：①市販の履歴書（写真を添付したもの）、②住民票抄本を下記へ郵送又はご持参ください。 

【お問い合わせ】北栄町産業振興課 

〒６８９－２２９２ 

鳥取県東伯郡北栄町由良宿 423番地 1 

電話   ０８５８－３７－３１５３ 

  ＦＡＸ  ０８５８－３７－５３３９ 

E-mail  sangyo@e-hokuei.net 

 


